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内内容　時日時　場場所　対対象　定定員　申申込・申請　講講師　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　保一時保育　持持ち物
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　市は、ひとり親家庭の人を対象に医療費の一部を助
成しています。現在、対象者に交付している医療証は、
１０月３１日（水）が有効期限です。
　引き続き、受給資格がある人は、新医療証（濃桃色）
を有効期限までに郵送します。
　１１月１日（木）からは、必ず新医療証を医療機関の窓
口に提示してください。
　新医療証が届かない、記載内容に誤りがある場合や、
受給資格のある人で医療証を持っていない人（未申請
者）は連絡してください。
受給資格　国民健康保険または各種社会保険の加入者
で、次の資格要件に該当する人。
資格要件
▽�１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの、母
子・父子家庭、両親がいない子

▽�上記の児童を養育している母・父・
養育者

注受給資格には所得制限などあり。
備�０歳～中学校卒業までは、入院中
の食事代を子ども医療で助成しま
す。

　「明治維新」１５０年～守口市の幕末維新～というテー
マで、１５０年前の「明治維新」が守口市ではどのような
影響があったのかを史料から振り返り、その中で得た
ものや失ったものを考えます。
時�１０月２日（火）～５日（金）９：００～１７：００（入室は１６：３０
まで。最終日は１２：００まで）

場市役所１階南エリア会議室１０４
注団体（１０人以上）の見学は要連絡
備５日（金）１０：００より展示解説を行います。

　１０月１日からパスポートの申請窓口において、従前
の備え付け申請書による申請にあわせ、外務省ホーム
ページ掲載の「ダウンロード申請書」による申請を受け
付けます。
　用紙や印刷の状態によっては、受け付けできない場
合がありますので、利用については、外務省「パスポー
ト申請書ダウンロード」ホームページの「使い方」、「ご
利用環境」や「マニュアル」などを確認してください。

　市は、先の大戦で亡くなられた人の霊を慰め、新た
なる平和の願いを込めて、次のとおり戦没者追悼式を
行います。
時�１０月１０日（水）１４：００（開場���１３：３０）
場市役所１階南エリア大会議室
注�式典に見合った服装でご列席くだ
さい。

備�遺骨収集帰還事業の資料展示有り。

▽展示部門
時�１０月１９日（金）１３：００～１６：００、
　　　 ２０日（土）１０：００～１６：００
▽ステージ部門
時�１０月２０日（土）１３：００～１６：００
場守口文化センター

ひとり親家庭医療証の変更

市文化財展

パスポートダウンロード申請書

戦没者追悼式

第５７回 守口市民文化祭

受付開始

問子育て支援課���℡ �０６－６９９２－１６４７

問生涯学習・スポーツ振興課���℡ �０６－６９９５－３１５８

問総合窓口課���℡ �０６－６９９２－１５２７

問健康福祉部総務課���℡ �０６－６９９２－１５７０

問生涯学習・スポーツ振興課���℡ �０６－６９９５－３１５８

兵庫県芦屋市、長野県下水内郡栄村、西日本建設
業保証株式会社、金光教本部、近畿労働金庫

（順不同・敬称略）

大阪北部地震見舞金
厚くお礼申し上げます

『高札（五榜の掲示、慶応４年、個人蔵）』

『進発褒美（慶応２年、中村家文書）』

昨年の様子
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市税の休日納付相談

　平日、仕事などで忙し
い人や、病気・失業など
で市税を納付できない人
は利用してください。
時１０月２８日(日)
　９：００～１３：００
場�・問納税課
℡�０６－６９９２－１８５２～
１８５４


